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（７） 医科診療行為マスター 

項番 項 目 名 
形  式 

内     容 
ﾓｰﾄﾞ 

最大 
ﾊﾞｲﾄ 

項目 
形式 

６２ 通則加算所定点数対象

区分 

数字 １ 固定 通則加算を行う場合に、所定点数の対象となる診療行為で

あるか否かを表す。 

 

０：所定点数の対象となる診療行為 

１：所定点数の対象とならない診療行為 

 

６３ 包括逓減区分 数字 ３ 可変 点数を逓減する対象検査等のグループ区分を表す。 

 

包括逓減区分コードは、「別紙７－１２」のとおりであ

る。 

 

６４ 超音波内視鏡検査加算

区分 

数字 １ 固定 超音波内視鏡検査加算を算定可能な診療行為であるか否か

を表す。 

 

＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

０：超音波内視鏡検査加算を算定できない診療行為 

１：超音波内視鏡検査加算を算定可能な診療行為 

 

＜加算項目、通則加算項目＞ 

０：超音波内視鏡検査加算以外の診療行為 

１：超音波内視鏡検査加算自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 

 

６５ 予備 数字 ２ 可変 未使用：「０」を設定する。 

６６ 点数欄集計先識別 

（入院） 

数字 ３ 可変 入院レセプトの点数欄に集計する診療行為の集計先を表

し、入院レセプトに使用する診療行為以外は「０」を設定す

る。 

 

点数欄集計先コードは「別紙７－２」のとおりである。 

６７ 自動吻合器加算区分 数字 １ 固定 自動吻合器加算を算定可能な診療行為であるか否かを表

す。 

 

＜基本項目、合成項目、準用項目＞ 

０：自動吻合器加算（５，５００点）を算定できない診療

行為 

２：自動吻合器加算（５，５００点）を算定可能な診療行

為 

 

＜加算項目、通則加算項目＞ 

０：自動吻合器加算（５，５００点）以外の診療行為 

２：自動吻合器加算（５，５００点）自体 

 

※ 「基本項目」及び「合成項目」等の種別は、項番６８

「告示等識別区分（１）」を参照。 
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